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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/15     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  45/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/16     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/15     　　　Ｚ
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   Ａ６１Ｋ   45/00     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年8月13日(2015.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
脂化メラニン産生抑制作用を指標とする、美白剤のスクリーニング方法。
【請求項２】
脂化メラニン産生抑制作用を評価する工程を含み、
前記工程は、評価系に被験物質を添加した場合、及び被験物質を添加しない場合の脂化メ
ラニン産生抑制作用を比較することにより行われ、
被験物質を添加した場合の前記作用が、被験物質を添加しない場合よりも高い場合に、該
被験物質を美白剤として選択する、請求項１に記載の美白剤のスクリーニング方法。
【請求項３】
脂化メラニン産生抑制作用が、脂化メラニン産生量、脂化メラニン分解量、及び過酸化脂
質産生量より選択される１種又は２種以上で表される、請求項１又は２に記載の美白剤の
スクリーニング方法。
【請求項４】
請求項１～３の何れか一項に記載の美白剤のスクリーニング方法を行う工程、及び前記工
程により選択された美白剤を含有させることを含む、美白用組成物の設計方法。
【請求項５】
前記美白用組成物が皮膚外用剤である、請求項４に記載の設計方法。
【請求項６】
前記美白用組成物が化粧料（但し、医薬部外品を含む）である、請求項４又は５に記載の
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設計方法。
【請求項７】
脂化メラニン産生抑制剤よりなる、美白剤。
【請求項８】
脂化メラニン産生抑制剤が、脂化メラニン産生抑制作用、脂化メラニン分解促進作用、過
酸化脂質産生抑制作用より選択される１種又は２種以上の作用を有する、請求項７に記載
の美白剤。                                                                 
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